
石綿障害予防規則について

＜令和８年１月１日の石綿則改正点＞
 工作物へも事前調査資格が必要
 工作物の事前調査・分析調査の記録の３年
保存に、調査者氏名、調査資格を示す書類
の写しを追加

 工作物の石綿事前調査システムによる電子
報告事項に、調査者氏名、調査資格の概要
を追加
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事前調査の必要な物の範囲（石綿則第3条①）
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建築物
・全ての建築物
・建築物に設ける建築設備を含む
ガス・電気の供給、給水、排水、換気、暖
房、冷房、排煙、汚水処理の設備等、エレ
ベーターの昇降路

を行うときは、あらかじめ
解体等対象物等について
石綿等の使用の有無を調査
する必要があります。

工作物
・建築物以外で土地、建築物、工作物に設置
されている（いた）もの全て
・煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地
下埋設物、化学プラント等
・建築物内に設置されたボイラー、非常用発電
設備、エレベーターのかご、エスカレータ－
等
・製造・発電等に関連する反応槽、貯蔵設備
発電設備、焼却設備等、及びこれらの間を接
続する配管等の設備等

船 舶
・船体の主たる構造材が鋼製のもの

の

解体等の作業
・解体の作業
・改修の作業

封じ込め
囲い込み
を含む



事前調査が必要ではない解体・改修の範囲（石綿則第3条解釈部分）
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 解体等の作業に該当せず事前調査を行う必要がない作業（要約）

ア

イ 釘打ち固定、刺さっている釘を抜く等の、極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
（電動工具等で、石綿含有の可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、事前調査必要）

ウ 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る等、現存する材料等の除去を行わない作業

エ 国土交通省、経済産業省、農林水産省、防衛装備庁の確認・調査により、石綿が
使用されていないことが確認された工作物、船舶等の解体等（次ページ参照）

石綿等が含まれていな
いことが明らかなもの

• 手作業や電動ドライバー等
で容易に取り外せる

• ボルト、ナット等の固定具
を取り外すことで除去・取
り外しが可能 など

木材、金属、石、ガラス
等のみの構成物、
畳、電球等

除去等の際に周
囲の材料を損傷
させるおそれの
ない作業

であって

事前調査が必要となる
建築物・工作物・船舶

ア・イ・ウ・エ
に該当するもの

＜すべての建築物・工作物・船舶＞



エ 国土交通省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使
用されていないことが確認されたａからｋまでの工作物、経済
産業省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用され
ていないことが確認されたｌ及びｍの工作物、農林水産省によ
る用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないこ
とが確認されたｆ及びｎの工作物並びに防衛装備庁による用途
や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確
認されたｏの船舶の解体・改修の作業。

ａ 港湾法（昭和 25年法律第 218号）第２条第５項第２号に規定
する外郭施設及び同項第３号に規定する係留施設

ｂ 河川法（昭和 39年法律第 67号）第３条第２項に規定する河川
管理施設

ｃ 砂防法（明治 30年法律第 29号）第１条に規定する砂防設備
ｄ 地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30号）第２条第３項に規
定する地すべり防止施設及び同法第４条第１項に規定するぼた
山崩壊防止区域内において都道府県知事が施工するぼた山崩壊
防止工事により整備されたぼた山崩壊防止のための施設

ｅ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法
律第 57号）第２条第２項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

ｆ 海岸法（昭和 31年法律第 101号）第２条第１項に規定する海
岸保全施設

エ 国土交通省、経済産業省、農林水産省、防衛装備庁の確認・調査
により、石綿が使用されていないことが確認された工作物、船舶等
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ｇ 鉄道事業法施行規則（昭和 62年運輸省令第６号）第９条に
規定する鉄道線路（転てつ器及び遮音壁を除く）

ｈ 軌道法施行規則（大正 12年内務省令運輸省令）第９条に規
定する土工（遮音壁を除く）、土留壁（遮音壁を除く）、
土留擁壁（遮音壁を除く）、橋梁（遮音壁を除く）、隧道、
軌道（転てつ器を除く）及び踏切（保安設備を除く）

ｉ 道路法（昭和 27年法律第 180号）第２条第１項に規定する
道路のうち道路土工、舗装、橋梁（塗装部分を除く。）、ト
ンネル（内装化粧板を除く。）、交通安全施設及び駐車場
（①（イ）の工作物のうち建築物に設置されているもの、特
定工作物告示に掲げる工作物を除く。）

ｊ 航空法施行規則（昭和 27年運輸省令第 56号）第 79条に規
定する滑走路、誘導路及びエプロン

ｋ 雪崩対策事業により整備された雪崩防止施設
ｌ ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）第２条第 13項に規定
するガス工作物の導管のうち地下に埋設されている部分

ｍ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施
行規則（平成９年通商産業省令第 11 号）第３条に規定する
供給管のうち地下に埋設されている部分

ｎ 漁港漁場整備法（昭和 25年法律第 137号）第３条に規定す
る漁港施設のうち基本施設（外郭施設、係留施設及び水域施
設）

ｏ 自衛隊の使用する船舶（防熱材接着剤、諸管フランジガス
ケット、電線貫通部充填・シール材及びパッキンを除く）
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事前調査の方法（石綿則第3条②、⑨） 【原則】
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１.設計図書等（電磁記録含む）を確認する（書面調査）
・「設計図書」とは、建築物や敷地や工作物に関する工事用の図面及
び仕様書のこと。設計図書等の「等」には、施工記録、維持保全記
録、発注者からの情報が含まれる。

・「設計図書等の確認」には、調査対象材料に直接印字されている製
品番号を確認する方法もある。 ↪解体対象建築物等の全ての材料

・設計図書等が存在しないときはこの限りでない。

２.目視により確認する方法（外観調査）
・構造上目視できない部分はこの限りでない…目視が可能となった
ときに目視での事前調査を行う必要がある（石綿則第３条⑨）

※ 設計図書等を確認した上で、調査対象材料の実物が設計図書等のとお
りであるか否かを確認するために、目視による調査も義務付けた。
※ 目視による事前調査を行わなくてよい場合もある。

事前調査ステップ１



事前調査の方法（石綿則第3条⑤） 【原則】
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事前調査ステップ１で、石綿等の使用の有無が明らかとならなかっ
たとき

事前調査ステップ２

３-2.石綿等が使用されているものとみなして法令に規定する措置を講じる
・必要な措置のうち最も厳しい措置を講じなければならない。
・例えば、吹き付けられた材料であれば、クロシドライトが吹き付けられ
ているものとみなした措置を講じる。
※「石綿含有とみなす」場合は事前調査をしなくていい…
→設計図書等の確認+目視による事前調査を行う必要があり、
記録の保存・掲示も対象となる。

３-1.分析調査を行う
・材料を採取し、分析機関に提出して結果を確認する。
・石綿が含有していることがわかった場合、現場で適切な措置を講じる。



目視等によらない事前調査（石綿則第3条③） 【例外】
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次の場合に該当するときは、その定め
る文書の確認によって事前調査を行う

・設計図書等の確認
・目視による確認

① 過去に行われた事前調査に相当する調査結果を確認する場合
② 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に基づく「有害物質
一覧確認証書」等の交付を受けた船舶の「有害物質一覧表」を確認
する場合

③ 着工日が平成18年9月1日以降である建築物、工作物、船舶等の着
工日を設計図書等で確認する場合

例外

例外となる場合

事前調査
原則



設計図書・目視等によらない事前調査（石綿則第3条③） 【例外】
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各新築工事の着工日、
ガスケットの設置を
設計図書等の文書で
確認する方法で
事前調査を行う

平成19年10月1日以降にその接
合部分にガスケットが設置された
もの

④非鉄金属製造業の設備

平成21年4月1日以降にガスケッ
ト又はグランドパッキンが設置さ
れたもの

⑤鉄鋼業の設備

平成21年4月1日以降にガスケッ
ト又はグランドパッキンが設置さ
れたもの

⑥潜水艦

平成23年3月1日以降にその接合
部分にグランドパッキンが設置さ
れたもの

⑦化学工業施設の設備

平成24年3月1日以降にその接合
部分にガスケットが設置されたも
の

⑧化学工業施設の設備

＜平成18年9月1日以降に新築・製造工事が開始されたもの＞

例外となる場合



石綿事前調査のフローチャート
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建設物・工作物・船舶の解体・改修の作業

P３のア、イ、ウ、エに該当

事前調査不要

設計図書の確認調査

石綿なし

目視による調査

石綿含有が明らかとならなかった場合石綿あり

分析調査 「石綿あり」とみなす

P8に該当あり 該当なし

P３のア、イ、ウ、エに該当なし

対象文書の確認調査



事前調査を行う者の要件 （石綿則第3条④、令和5.3.27厚労省告示第89号）
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調査に必要な資格等対象
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・令和５年９月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登
録され、事前調査時点でも引き続き登録されている者

・建築物の解体等の作業
（一戸建て住宅等を除く）

建築物 ・一戸建て等石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・令和５年９月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登
録され、事前調査時点でも引き続き登録されている者

・一戸建ての住宅、共同住宅の住戸
の内部の解体等の作業

・工作物石綿事前調査者・特定工作物※
（①～⑤、⑦～⑪）の解体等の作業

工作物
令和8年
1月1日
から新設

・工作物石綿事前調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・令和５年９月30日以前に日本アスベスト調査診断
協会に登録され、事前調査時点でも引き続き登録さ
れている者

・特定工作物（⑥、⑫～⑰）
の解体等の作業

・特定工作物以外の工作物で、石綿
等が使用されているおそれがある材
料の除去等の作業

・船舶石綿含有資材調査を行う者で、船舶石綿含有資材調査
者講習を受講し修了考査に合格した者
・上記と同等以上の知識を有すると認められる者

・鋼製の船舶の解体等の作業船 舶

令和８年1月1日 改正

※特定工作物 ： 次スライド
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特定工作物（令和２年７月２７日厚生労働省告示第278号）

① 反応槽
② 加熱炉
③ ボイラー、圧力容器
④ 配管設備（建築物に設ける給水・排水・
換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設
備を除く）

⑤ 焼却設備
⑥ 煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築
設備を除く）

⑦ 貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を
除く）

⑧ 発電設備（太陽光発電設備及び風力発電
設備を除く）

⑨ 変電設備
⑩ 配電設備
⑪ 送電設備（ケーブルを含む）
⑫ トンネルの天井板
⑬ プラットホームの上家
⑭ 遮音壁
⑮ 軽量盛土保護パネル
⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び
天井板

⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い
（建築物であるものを除く）

■特定工作物
次のうち、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていた
ものに限る。



分析調査を行う者の要件 （令和２年厚生労働省告示第277号）
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・厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者
・（公社）日本作業環境測定協会の
「石綿分析技術の評価事業」でAランク、Bランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

・（一社）日本環境測定分析協会の
「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析ｴｷｽﾊﾟｰﾄｺｰｽ）修了者」

・（一社）日本環境測定分析協会に登録されている
「建材中のアスベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者」

・（一社）日本環境測定分析協会に登録されている
「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

・（一社）日本繊維状物質研究協会の
「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の
建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

分析調査講習を行っている機関
一般社団法人 日本繊維状物質研究協会
（神奈川県厚木市三田2-10-10 ）

事前調査者講習を行っている機関

公益社団法人
愛知労働基準
協会

建設業労働
災害防止協会
愛知県支部

株式会社
建設業安全
推進協会

中災防
中部安全衛生
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

その他・石綿
総合情報
ポータルサイト

名古屋東
労働基準
協会

刈谷
労働基準
協会



事前調査・分析調査の３年保存（石綿則第3条⑦）
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 事前調査・分析調査を行ったときは、調査終了日（事前調査・分析調査
を終了した日のうちいずれか遅い日）から３年間保存する。

＜記録を作成する事項＞
① 事業者の名称・住所・電話番号
② 作業場所の住所・工事名称・工事概要
③ 調査終了日
④ 調査対象の建築物・工作物・船舶の着工日等
⑤ 調査対象の建築物・工作物・船舶の構造
⑥ 事前調査を行った部分（含・分析試料を採取した場所）
⑦ 事前調査の方法（含・分析調査の方法）
⑧ 事前調査・分析調査を行った部分の、材料ごとの

・石綿等の使用の有無
・石綿等含有とみなした場合はその旨
・石綿等が使用されていないと判断した場合はその根拠

① 事前調査、分析調査を行った者の氏名
② 目視による事前調査が困難な材料の有無及び場所

令和８年1月1日 改正

＜記録と共に保存する事項＞
① 事前調査、分析調査を行った者の調査資格の写し

＜ 改正点 ＞
♦工作物についても、
事前調査・分析調査
を行った者の氏名、
調査資格の写しを、
３年間保存すること



記録の掲示・現場への備え付け（石綿則第3条⑧）

15

① 事前調査すべての解体等作業場
次の事項を労働者が見やすい箇所に掲示する必要があります。

② 石綿等が使用されている（みなしを含む）解体等作業場

上記1～4の掲示＋

＜掲示する事項＞
1.調査終了日（事前調査・分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日）
2.事前調査を行った部分（分析試料を採取した場所を含む）の概要
3.調査部分ごとの石綿等の使用の有無・みなしの旨
4.石綿等が使用されていないと判断した場合はその根拠の概要

事前調査の記録
（=P14記録を作成する事項）
の写しの備え付け



調査対象材料に石綿等が使用されていないと判断する方法
（石綿則第３条解釈部分）

ア 調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによ
る石綿等の使用の有無に関する証明や成分情報等と照合する方法。

イ 調査対象材料について、製品を特定し、その製造年月日が平成
18年９月１日以降（第３条第３項第４号から第８号までに掲げる
ガスケット又はグランドパッキンにあっては、それぞれ当該各号
に掲げる日以降）であることを確認する方法。

※ 事前調査をしなくてよいのではなく、事前調査として上記資料を
確認すること。

設計図書にノンアスベスト材料等、石綿等が使用されていない建材で
あると記載されている場合でも、労働安全衛生法令の適用対象となる石
綿等の含有率は数次にわたり変更されているため、材料の製造当時は法
令適用対象外として石綿等の使用がないと判断されていたとしても、現
行の法令では適用対象となる場合もあることから、設計図書の記載のみ
をもって石綿等が使用されていないと判断することはできない。

16



事前調査の結果等の報告（石綿則第4条の２）

17

■次の工事を行おうとするときは、あらかじめ電子システムにより、事前調
査結果の概要等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

 石綿等の使用の有無に関わらず事前調査の報告が必要です。
 複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が
報告義務を負います。

 石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、労働基準監督署と
自治体の両方に報告することができます。

 システムの利用にはＧビズＩＤが必要です。 石綿事前調査結果
報告システム

ＧビズＩＤ

工作物の解体・改修工事
❸特定工作物の解体・改修工事
で、請負代金が 100 万円以
上のもの

建築物の解体・改修工事
❶工事に係る部分の床面積の合
計が８０㎡以上の解体工事

❷請負代金が 100 万円以上の
改修工事

船舶の解体・改修工事
• 総トン数が20トン以上の
もの



事前調査の結果等の報告（石綿則第4条の２）
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＜事前調査システム報告事項＞
① 事業者の名称・住所・電話番号
② 作業場所の住所・工事名称・工事概要
③ 調査終了日
④ 調査対象の建築物・工作物・船舶の着工日等
⑤ 労働保険番号
⑥ 解体または改修の実施期間
⑦ 建築物の解体で床面積の合計が８０㎡以上の工事
（P17❶）であれば、その床面積の合計

⑧ 建築物の改修で、請負代金が100万円以上のもの
（P17❷）の請負代金の額

⑨ 特定工作物の解体又は改修工事で、請負代金が１００万円
以上のもの（P17❸）の請負代金の額

⑩ 事前調査を行った建築物・工作物・船舶の構造
⑪ 事前調査・分析調査を行った部分の、材料ごとの

・石綿の有無
・石綿等含有とみなした場合はその旨
・石綿等が使用されていないと判断した場合はその根拠

⑫ 事前調査・分析調査を行った者の氏名
⑬ 事前調査・分析調査を行った者の調査資格の概要

＜ 改正点 ＞
♦事前調査システムの
項目に、事前調査・
分析調査の資格の概
要を記載すること

下線部分は、P14
（３年保存）の項
目と異なる点



工事開始の
14日前まで
に監督署へ
計画届提出

計画届の提出（安衛則第90条、石綿則第５条）
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■建設業・土石採取業で次の仕事を開始しようとするときは、工事開始の14日前までに、
所轄労働基準監督署長に計画届を提出する必要があります。

■建設業・土石採取業以外の業種の場合は、計画届でなく作業届を提出することとなります。

建築物
工作物
船舶

（鋼製の船
舶に限る）

吹き付けられている石綿等
(石綿含有仕上げ塗材を除く)

保温材、耐火被覆材
（耐火性能を有する被覆材）等

除去
封じ込め
囲い込み
の作業



作業計画（石綿則第４条）
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■石綿等が使用されている解体等対象建築物等（みなし含む）の、解体、改
修作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定め、作業計画に沿って作業
を行う必要がある。

■定めた作業計画を関係労働者に周知すること
■監督署への石綿計画届（安衛則第90条）を提出する必要がない現場
でも作業計画の作成が必要

■施行中に事前調査では把握していなかった石綿を含有する建材等が発
見された場合、その都度作業計画を見直すこと

＜定める事項＞
1. 作業の方法
2. 石綿等の粉じんの発散を防止、抑制する方法
3. 労働者への粉じんのばく露防止する方法
☆周辺環境への対応、解体廃棄物の適切な処理について
も記載することが望ましい



作業主任者・掲示物（石綿則第20条、３３条、３４条、安衛則１８条）
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＜作業場所の見やすい箇所に表示・掲示する事項＞

・石綿作業主任者の氏名
・作業主任者に行わせる事項
・石綿を取り扱う作業場である旨
・関係者以外立ち入り禁止
・作業場所での喫煙・食事の禁止の旨
・石綿により生ずるおそれのある疾病の種類、その症状
・石綿等取扱い注意事項
・保護具等を使用しなければならない旨
・使用すべき保護具
（呼吸用保護具、タイベックほか。保護具の具体的な名称）

＜石綿作業主任者の職務＞
1. 石綿による汚染や吸入を防ぐために作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
2. 局所排気装置等の装置を１か月を超えない期間ごとに点検すること
3. 保護具の使用状況を監視すること

・石綿事前調査の記録
・調査終了日
・事前調査を行った部分、分析調査の試料を採取した部分
・部分ごとの石綿の有無、みなしの旨、石綿無しの判断根拠

P15も参照



写真等による作業の実施状況の３年保存（石綿則第35条の２）
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 石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、作業終了日から３年間、
次の記録を保存する必要がある。

＜記録する事項＞
・解体等作業に従事した労働者の氏名、解体等作業従事期間
・周辺作業に従事した労働者の氏名、周辺作業従事期間

＜写真、動画その他の方法で、実施状況を確認できるようにする記録＞
■撮影場所、撮影日時等が特定できるようにすること。

ア ・事前調査等の掲示
・関係者以外の立入禁止の表示
・喫煙・飲食の禁止の表示 掲示の状況が確認できる写真等
・石綿等を取り扱う作業場である旨
・石綿の人体に及ぼす作用
・石綿等の取扱い上の注意事項
・使用すべき保護具



写真等による作業の実施状況の３年保存（石綿則第35条の２）
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＜写真、動画その他の方法で、実施状況を確認できるようにする記録＞ つづき
■撮影場所、撮影日時等が特定できるようにすること。

イ ・隔離の状況
・集じん・排気装置の設置状況
・前室・洗身室・更衣室の設置状況
・集じん・排気装置の排気口からの石綿等の粉じんの漏えいの有無の点検結果
・前室の負圧に関する点検結果
・隔離を解く前に除去が完了したことを確認する措置の実施状況
・当該確認を行った者の資格が確認できる写真等による記録

ウ 次の事項が、作業計画に基づいて行われたことが確認できる写真等による記録
・作業の方法
・石綿等の粉じんの発散を防止し又は抑制する方法
→湿潤な状態に保つ措置の状況

・作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
→呼吸用保護具の使用状況

エ ・除去を行った石綿の運搬又は貯蔵を行う容器又は包装
・容器への必要事項の表示
・容器の保管状況が確認できる写真等による記録

階や部屋が
変わるごと
に記録する



作業の記録の４０年保存（石綿則第35条）
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■石綿粉じんを発散する場所で常時作業に従事する労働者については、１ヵ月を超
えない期間ごとに次の項目を記録し、これを作業を離れた日から４０年間保存する
こと。

＜作業の記録の項目＞
1. 労働者の氏名
2. 石綿取扱い作業等の従事者について

・従事した作業の概要
・作業に従事した期間
・事前調査・分析調査の結果の概要
・作業の実施状況の写真等による記録の概要（スライドp22,23）

3. 周辺作業（石綿粉じんを発散する場所における作業）の従事者について
・周辺作業従事者が行った作業の概要
・周辺作業従事者が作業に従事した期間
・事前調査・分析調査の結果の概要
・作業の実施状況の写真等による記録の概要（スライドp22,23）
・保護具等の使用状況

4. 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときはその概要、
5. 事業者が講じた応急の措置の概要



今後の化学物質管理について

～2月は化学物質管理
強調月間です︕～
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化学物質による労働災害の発生状況（令和元年度/休業4日以上）
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規制対象

73件

16.4％

360件
80.9％

不明

12件
2.7％

規制対象外の物質による災害が全体の約8割を占めている。
皮膚に対する障害が全体の約半数を占めている。

※障害別災害発生件数については、単一の災害で複数の障害区分に該当する事
案が認められるため、両グラフの総件数は一致しない。

物質の区分別災害発生件数
（全国）

吸入による神経

障害等

107件
24.2％

眼に対する

障害

113件
25.5％

223件
50.3％

障害別災害発生件数
（全国）

規制対象外

皮膚に
対する障害



化学物質による労働災害の発生状況（H26-R05/休業4日以上）

27

製造業
183件
46.4％

接客娯楽業

58件

14.7％

建設業
52件

13.2％

清掃・と畜業

31件
7.9％

商業

28件
7.1％

運送業
11件
2.8％

保健衛生業

10件

2.5％
その他

21件
5.3％

 ①製造業、②接客娯楽業、③建設業
の順に化学物質関連の災害が多く発
生している。

 全体の６割以上の災害が「工業的業
種」において発生している。

「どのような作業場所」で
災害が発生しているか（愛知県内）

工業的業種

246件

62.4％

非工業的業種
148件

37.6％



化学物質規制の枠組み（従来）
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• 有機溶剤中毒予防規則
• 特定化学物質障害予防規則
• 鉛中毒予防規則
• 電離則、除染電離則

• 酸素欠乏症等防止規則
• 事務所衛生基準規則
• 粉じん障害防止規則
• 石綿障害予防規則

●●において（を使用して）
▲▲の作業を行うときは、
■■を行わなければならない

特別則（労働衛生関係）



新たな化学物質規制のイメージ
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こ
れ
ま
で

こ
れ
か
ら

●●を使用して

▲▲の作業を行うときは、

■■を行わなければならない
（換気・排気装置の設置、健康診断、濃度測定など…）

これまでの規制

化学物質を使用する作業のリスク評価
→結果を踏まえて、対策を自ら検討・実践

効果的に進めていくために、
更なる具体的規制が追加された
（化学物質管理者、濃度基準値、新たな枠組みの健康診断など）

法令で具体的
に定められた

「何をどうやるか」
は自らで判断し決める

（自律的）

「やるべきこと」が
法令で明確だった
（他律的）



自律的な化学物質管理の方法
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１．職場にある「モノ」の危なさ
（危険性・有害性）を把握

２．「モノ」と人が関わる作業内容
やばく露の経路を把握

３．リスクを見積り、ばく露の低減
を図る

詳しくはこのリーフレット
をご覧ください。

（愛知労働局HP）


